
  入 札 参 加 資 格 要 件 一 覧 

  
 

工    種 《土木一式工事》  

入 札 参 加 申 請 者 資 格  
区分 

 
予 定 価 格 地域条件 資格総合点数 許 可 

（一般建設業・特

定建設業の別） 

技術者資格 
（主任技術者・監

理技術者の配置） 

業者工事実績 価 格 内

訳 書 の

提出 
① １，３００千円超 

１０，０００千円未満 
県内業者 ８００点未満 建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

② １０，０００千円以上 
３０，０００千円未満 

県内業者 ７００点以上 
 

建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

③ ３０，０００千円以上 
５００，０００千円未満 

県内業者 
準県内業者 

８００点以上 建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
元請として同種工事の

実績があること。 
提出 

 
※１ 村発注工事の手持ち工事件数の制限（予定価格１，３００千円以下の発注工事を除く。）・・・土木一式工事件数 ２件以内  
※２ 上記予定価格の区分に対応する資格総合点数においては、入札参加者が十分に確保できないと判断される場合は、当該区分に上位の区分を加

えた要件の設定をすることができる。 



入 札 参 加 資 格 要 件 一 覧 

  
 

工    種 《建築一式工事》  

入 札 参 加 申 請 者 資 格  
区分 

 
予 定 価 格 地域条件 資格総合点数 許 可 

（一般建設業・特

定建設業の別） 

技術者資格 
（主任技術者・監

理技術者の配置） 

業者工事実績 価 格 内

訳 書 の

提出 
① １，３００千円超 

１０，０００千円未満 
県内業者 ９００点未満 建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

② １０，０００千円以上 
１００，０００千円未満 

県内業者 ８００点以上 
 

建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

③ １００，０００千円以上 
 

県内業者 
準県内業者 

１，０００点 
以上 

建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
元請として同種工事の

実績があること。 
提出 

 
※１ 村発注工事の手持ち工事件数の制限（予定価格１，３００千円以下の発注工事を除く。）・・・建築一式工事件数 ２件以内  
※２ 上記予定価格の区分に対応する資格総合点数においては、入札参加者が十分に確保できないと判断される場合は、当該区分に上位の区分を加

えた要件の設定をすることができる。 



入 札 参 加 資 格 要 件 一 覧 

  
 

工    種 《電気工事》  

入 札 参 加 申 請 者 資 格  
区分 

 
予 定 価 格 地域条件 資格総合点数 許 可 

（一般建設業・特

定建設業の別） 

技術者資格 
（主任技術者・監

理技術者の配置） 

業者工事実績 価 格 内

訳 書 の

提出 
① １，３００千円超 

１０，０００千円未満 
県内業者 ７５０点未満 建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

② １０，０００千円以上 
５０，０００千円未満 

県内業者 ７００点以上 
 

建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

③ ５０，０００千円以上 
１００，０００千円未満 

県内業者 
準県内業者 

７５０点以上 
 

建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
元請として同種工事の

実績があること。 
提出 

 
※１ 村発注工事の手持ち工事件数の制限（予定価格１，３００千円以下の発注工事を除く。）・・・電気工事件数 ２件以内  
※２ 上記予定価格の区分に対応する資格総合点数においては、入札参加者が十分に確保できないと判断される場合は、当該区分に上位の区分を加

えた要件の設定をすることができる。 



入 札 参 加 資 格 要 件 一 覧 

  
 

工    種 《管工事》  

入 札 参 加 申 請 者 資 格  
区分 

 
予 定 価 格 地域条件 資格総合点数 許 可 

（一般建設業・特

定建設業の別） 

技術者資格 
（主任技術者・監

理技術者の配置） 

業者工事実績 価 格 内

訳 書 の

提出 
① １，３００千円超 

１０，０００千円未満 
県内業者 ７５０点未満 建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

② １０，０００千円以上 
３０，０００千円未満 

県内業者 ７００点以上 
 

建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

③ ３０，０００千円以上 
１００，０００千円未満 

県内業者 
準県内業者 

７５０点以上 建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
元請として同種工事の

実績があること。 
提出 

 
※１ 村発注工事の手持ち工事件数の制限（予定価格１，３００千円以下の発注工事を除く。）・・・管工事件数 ２件以内  
※２ 土木一式工事の許可を有すること。 
※３ 上記予定価格の区分に対応する資格総合点数においては、入札参加者が十分に確保できないと判断される場合は、当該区分に上位の区分を加

えた要件の設定をすることができる。 



入 札 参 加 資 格 要 件 一 覧 

  
 

工    種 《舗装工事》  

入 札 参 加 申 請 者 資 格  
区分 

 
予 定 価 格 地域条件 資格総合点数 許 可 

（一般建設業・特

定建設業の別） 

技術者資格 
（主任技術者・監

理技術者の配置） 

業者工事実績 価 格 内

訳 書 の

提出 
① １，３００千円超 

１０，０００千円未満 
県内業者 ５００点以上 建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

② １０，０００千円以上 
３０，０００千円未満 

県内業者 ６００点以上 
 

建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

③ ３０，０００千円以上 
 

県内業者 
準県内業者 

７００点以上 
 

建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
元請として同種工事の

実績があること。 
提出 

 
※１ 村発注工事の手持ち工事件数の制限（予定価格１，３００千円以下の発注工事を除く。）・・・舗装工事件数 ２件以内  
※２ 上記予定価格の区分に対応する資格総合点数においては、入札参加者が十分に確保できないと判断される場合は、当該区分に上位の区分を加

えた要件の設定をすることができる。 



入 札 参 加 資 格 要 件 一 覧 

  
 

工    種 《水道施設工事（水道本管工事）》  

入 札 参 加 申 請 者 資 格  
区分 

 
予 定 価 格 地域条件 資格総合点数 許 可 

（一般建設業・特

定建設業の別） 

技術者資格 
（主任技術者・監

理技術者の配置） 

業者工事実績 価 格 内

訳 書 の

提出 
① １，３００千円超 

２５，０００千円未満 
県内業者 ８５０点未満 建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

② ２５，０００千円以上 
５００，０００千円未満 

県内業者 
準県内業者 

７５０点以上 建設業法の規定に

よる 

建設業法の規定に

よる。ただし、主

任技術者及び監理

技術者は、水道法

施行令第４条第１

項に規定する布設

工事監督者の資格

を合わせて有する

者。 

元請として同種工事の

実績があること。 
提出 

 
※１ 村発注工事の手持ち工事件数の制限（予定価格１，３００千円以下の発注工事を除く。）・・・水道本管工事件数 ２件以内  
※２ 建設業の許可業種・・・水道施設工事の許可があり、かつ、土木一式工事及び管工事の許可が必要。 
※３ 上記予定価格の区分に対応する資格総合点数においては、入札参加者が十分に確保できないと判断される場合は、当該区分に上位の区分を加

えた要件の設定をすることができる。 



入 札 参 加 資 格 要 件 一 覧 

  
 

工    種 《水道施設工事（水道給水工事）》  

入 札 参 加 申 請 者 資 格  
区分 

 
予 定 価 格 地域条件 資格総合点数 許 可 

（一般建設業・特

定建設業の別） 

技術者資格 
（主任技術者・監

理技術者の配置） 

業者工事実績 価 格 内

訳 書 の

提出 
① １，３００千円超 

 
県内業者 ― 建設業法の規定に

よる 
建設業法の規定に

よる 
同種工事の実績がある

こと。 
提出 

 
※１ 村発注工事の手持ち工事件数の制限（予定価格１，３００千円以下の発注工事を除く。）・・・水道給水工事件数 ２件以内  
※２ 建設業の許可業種・・・水道施設工事及び管工事の許可を有し、かつ、湯川村簡易水道事業指定給水装置工事事業者であること。更に土木一

式工事の許可を有すること。 
※３ 上記予定価格の区分に対応する資格総合点数においては、入札参加者が十分に確保できないと判断される場合は、当該区分に上位の区分を加

えた要件の設定をすることができる。 
 


